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’
近年、いわゆるパワー・ハラスメント（以下「パワー。ハラスメント」とい
う｡）がもたらす様々な弊害への社会的な関心が高まってきており、人事院へ
の苦情相談の内容別の割合をみても、パワー・ハラスメントに関する相談の割
合は増加する傾向にあります。

人事院への苦ｲ青相餓(事案数)に占める
ィ船） パワー･ハラスメントに関する相談の割合の推移
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パワー・ハラスメントは、対人関係の中で生じる問題であり、パワー・ハラ

スメントが生じると、職場内秩序を乱し、各組織の正常な業務運営の障害とな
り得るものです。

殊に､上司から部下への不用意な言動によって､職員の勤労意欲を減退させ、
ひいては精神的な障害に陥る職員を発生させる要因にもなります。
一方で、パワー・ハラスメントは、部下への指導育成なのかパワー・ハラス
メントなのか画一的な線引きができない難しい問題でもあるため、職員一人ひ
とりが､パワー．ハラスメントに関する基本的な知識をもち、相手を尊重する
とともに、パワー・ハラスメントの加害者にならないように留意し、日頃から
パワー．ハラスメントのない職場づくりに努めていくことが大切です。

そのため人事院では鴎パワー・ハラスメントの防止に役立てることを目的に、
裁判例や苦情相談事例等を参考に、 「｢パワー”ハラスメント」を起こさないた
めに注意すべき言動例（平成22年1月8日職職－1）』 （以下「パワー．ハラ
スメントの言動例」という｡）を作成し、各府省に対して、職員に周知すると
ともにその防止に努めるよう通知しています。

このたび、職員一人ひとりがパワー。ハラスメントの防止等についてより一
層認識し、パワー。ハラスメントを受けた場合には、一人で悩まずに相談でき
るように、パワー。ハラスメントの概念、なり得る言動、相談例、相談先等を
紹介するハンドブックを作成しましたので、これを利用して、パワー・ハラス
メントのない良好な職場づくりに努めてください。

平成27年7月

人事院職員福祉局

はじめに
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ここをCHECK.1パワー・ハラスメントとは惨陰陰
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ここをCHECK"2パワー・ハラスメントを防止するために陰陰腰

|而三扇三女兎=けたら相談する】
： 厩, パワー･ﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けると､精神的なダﾒｰジを受けて心身の I

健康を損なうことがある。一人で悩まず、身近な人に相談してほしい。

|愚相談す…卿深刻化雷防ぎ職場…崎"”をなくすことにもつながる。まずは相談してほしい。
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ここをCHECK"3パワー・ハラスメントに関する相餓瞳隆歴
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lll概念
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一般に「聡務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な

駕競 鰡

l ‘バﾜｰﾊﾗ裏ﾒ外帽動例《人事院)』剛『職場･ﾜｰ'､ﾗ翼銚ﾝ卜． ｜予防･解決に向けた提言（厚生労働省)」を参考に作成）
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◎対象者の範囲

パワー・ハラスメントの対象者（被害者又は加害者）の範囲を定めたもの

はありませんが、常勤職員だけが対象となるのではなく、非常勤職員も含ま

れます。

また､セクシュアル・ハラスメントのように､職員のほか『職員以外の者」

も対象となることを定めたものはありませんが、行政サービスの相手方や委

託契約等により公務職場で勤務する者との間であっても、パワー・ハラスメ
ントをしないように留意する必要があります。

◎堀所的・時間的な範囲

職員間におけるパワー・ハラスメントは、職場内、勤務時間内において行
われたものだけではなく、職場外､勤務時間外に行われたものも含まれます。

－1 ．

1 パワー・ハラスメントとは



◎判断のポイント

セクシュアル・ハラスメントの場合、性的な言動に対し、受け手が不快に

感じるか否かによって判断することとしています。

しかし、パワー・ハラスメントの場合には、受け手が不快かどうかで判断

できるものではありません。業務上の命令や指導に対して受け手が不快と感

じた場合でも、業務の適正な範囲で行われた場合にはパワー・ハラスメント

に該当しません。一方、業務上正しいことを命令し、指導する場合であって

も、感情的、高圧的、攻撃的に行われた場合など、社会通念上許容される限

度を超える場合には、パワー・ハラスメントに該当する可能性があります。

また、パワー・ハラスメントを受けている職員本人が、パワー・ハラスメ

ントを受けていると感じていなくても、周囲の職員がその行為をみて不快に

感じることによって職場環境を害することがあることにも留意が必要です。

◎概念の用語について

函鰯壹鰈竺差競鰯駕鱸難墓鰯用した言動が
該当しますし、専門知識が豊富であり、経験が長いなど職場において相対

的に優位な立場を利用した言動も含まれます。

画｢鍵務の適正な範囲を超えて｣とは
一般に、本来の業務上の命令や指導の範囲を超えているものはもちろん

のこと、業務上の命令や指導であっても、指導等とは名ばかりの粗暴な言

葉や態度で､その手段や態様等が適切でないものは業務の適正な範囲を超
えるものに該当します。

鰯「人格と尊厳を侵害する剛』とは
容姿や学歴など職員本人の意思ではどうにもできないようなことについ

て、非難や指摘をする行為、また、いじめ、嫌がらせ、強要、威圧的な言
動などをいいます。

－2－
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パワー，ハラスメントの言動例では、パワー・ハラスメントの概念や裁判例

等を参考に、その言動について6つのパターン（下記①～⑥）に分類し、それ
ぞれのパターンごとに、パワー・ハラスメントに該当し得るケースを記載して

います。

また、下記①～⑥以外にも⑦の暴力・傷害、⑧の名誉棄損・侮辱や⑨の隔離

・仲間外し・無視についても、パワー・ハラスメントになり得る言動です。

なお、 司等の言動が

防止策P7， 8参照

｜ ⑦繭アｰ－－－~~－－一－－－－L室菫奎』=二一二竺二/－7
1 ・ 『こんな間違いをするやつは死んでしまえ｣､『おまえは給料泥棒だ｣な

; 譲撫鬘 碁簔‘窪“。
②棚な非脳 …■ぜ;鮒;鳶｣詞？ 』; ‐■ ＆郷■いｵ "! ≦'い' ？ ↑fi l

・ 3日間にわたって何度も書き直しを命じる。 ｜

・ 皆の前で起立させたまま､大声で長時間叱章職け準。 …■

・聴鰯ぼしだ吹鰯識毒=搾り黙n℃~豆:乎■ ｜

|■: 鵬撫鰯撫雛縄§｜分自身にミスがあると有無を言わさず部下(ご査在巻転蕊苛誌＝ ﾔ、
； ④実現不可能｡無駄な薬篭の強要

■ ・ 識篝■ 雪雲…’
1 、 何の説明もなく役職に見合った業務を全く与えず、班内の回覧物も回さ’ない。

‘ ． 部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚にさせるように ｜
なった。

‐ ‐ －－ ． －… ‐__－－－－－－ －－－－－.－－－ －－ ．－‘ ．－ －－－ ． ． ． －－－ －－－ － ．_____2--.-皇－． ‐ － －－－－－．
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パワー・ハラスメントは、業務上の命令や指導なのかパワー・ハラスメント

なのか画一的な線引きができない難しい問題です。

上司が､業務上の指導を行う場合には､業務上の必要性や適正な内容かどう
か、指導のタイミング、指導の場所、指導方法など状況に応じて適正な指導に
留意する必要があります。

なお、上司は、業務上の命令や指導とパワー・ハラスメントの線引きが難し

いからといって、業務上の必要な指導等を行うことを怠ることがあってはなり

ません。上記のことを踏まえ、自らの職責に応じて適正に権限を発揮し、上司

としての役割を遂行することが重要です。

また､部下は､上司の業務上の命令や指導に対して､不満に感じる場合でも、

これが本来の業務の適正な範囲で行われている場合には、パワー・ハラスメン

トには当たらないことを認識することが必要です。

‐4－



【指導をする際の注意点】

I

○部下の人格を尊重し、常に「育てるjという意識を持って指導すること

○業務の必要性を部下に示した上で指導をすること

○業務の内容・量、指導のタイミング、指導の場所、指導方法など状況に応

じて適正に指導すること

【Hint】パワハラと指導の違い

(株式会社クオレ・シー・キューブ作成資料より）

・5．

パワハ ラ 指 導

目 的 ･相手を馬鹿にする、排除する
■ 自分の目的の達成

(自分の思いどおりにしたい）

相手の成長を促す

業務上の

必要性

･業務上の必要性がない

(個人生活、人格を否定する）

･業務上の必要性があっても不

適切な内容や量

仕事上必要性がある、または

健全な職場環境を維持するた

めに必要なこと

態 度 威厩的、攻撃的、否定的、

批判的

肯定的、受容的、見守る、

自然体

タイミング
ﾀグ

･過去のことを繰り返す

･相手の状況や立場を考えずに

タイムリーにその場で

｡受け入れ準備ができている

ときに

誰の利益か 組織や自分の利益優先

(自分の気持ちや都合が中心）

組織にも相手にも利益が得ら

れる

自分の感情 いらいら、怒り、 噌笑、冷徹、

不安、嫌悪感

好意、穏やか、きりつとした

結 果 ･部下が萎縮する

･職場がぎすぎすする

･退職者が多くなる

･部下が責任を持って発言、

行動する

･職場に活気がある



パワー・ハラスメントをしないようにするためには、上司も部下も同じ職場

で働く者同士、職員一人ひとりがお互いを大切にし、職場環境を良くしていこ

うとする意識が大切です。日.頃から上司も部下もお互いにコミュニケーション

を大切にし、職場全体で、職員一人ひとりがパワー・ハラスメントになり得る

言動を認識し、パワー・ハラスメントが生じないよう、皆で取り組むことが必

要です。

また、パワー・ハラスメントを受けていると感じている職員や、パワー・ハ

ラスメントを見聞きした職員で、加害者が上司であるために、上司にパワー・

ハラスメントであることを伝えることができず、そのまま放置した場合には、

職場環境に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、人事当局や相談窓口に相談す
るなど早期に対応することが必要です。

【管理監督者（上司）の方へ】

|①霞露霧鷲臺垂E豆I扇底思三厩愚
いは疎外感を持つなどにより、過度の心理的負担を受け、心身の健康を損

なう場合があることを認識することが重要です。

②パワー・ハラスメントになり得る曾勤の鹿醗

| 篝 罐繍鱈
： ません。 ！
③コミュニケーションを図り、良好な職増琿境を作る
上司である自分と部下や部下同士など、職員間のコミュニケーションが

， 図られているか、パワー・ハラスメントが起きていないか、日頃から目を：

|④鑿謹 員がその能加充分に発…職ゞ
! ±寒 識蕊羅婁≦ ｜｜ は､被害者の状況を見ながら､被害者へ声を掛けたり､相談にのったり、

| 人事当局等に相談したりする必要があります。
‘--.-.-.-.－－－－－－……----一一一------. ‘ ,-.--..-_…-.-.-.. .--」
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②パワ-･ハラスメントを起こさないために
パワー・ハラスメントは、上司から部下に対して行われることが多いこと

から、管理監督者（上司）本人がパワー・ハラスメントを起こさないために、
次の点に留意する必要があります。

①【暴曾】

0部下に暴言を吐くことは､職場の内外を問わず､懇親会の席などざつく
ばらんな雰囲気の場でも､！許されるものではないことに留意することが必
：要ですも 3 ‐ 津, : ＝ 『
○部下の指導や教育に当たって、時に厳しく叱ることも部下を指導する上

では必要ですが、相手の性格や能力を充分見極めた上で、その場合も言葉

を選んで、適切に対応することが必要です。

【執勧な非難】 … ‐ ‐ 〆 ， 〆 ‘ 、 . ？, ; …f,ゞ､-. "" ;: ” 1 ，"-1 ､、
○部下は、上司等の権限がある者からの言動に疑問を抱いた場合でも､正
面きって反輪しづらい立場にあることを理解し､ミスには.必要な範囲で、
具体的かつ的確に指導することに心掛けることが必要です。 ; :､ 1

○部下の立場も考えて、できる限り人前で叱らないようにするなどの配慮
も必要です。

○単なる指導上の注意であったとしても、徒に繰り返して注意をしないこ

とが必要です， ：

③【威圧的な行為】

○業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよ
う主意することが必要です。

○単発の言動だけでなく、仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが「ハワー

ハラスメント」の土壌となることがあります。

④【実現不可能・無駄な集務の強要】

○明らかに実現不可能な業務や自分の趣嘘による無駄な仕事の強要や私生
活への介入(ライフスタイル､学歴､家族)や人権の侵害ともいえる言動
Iま、言うまでもなく許されません。 ；

○鮴に対し､非常に大きな負担をかける業務などを命じる雲合には.必
要に応じ、部下にその理由を説明するなどフォローが必要です。

‐7‐



⑤【仕事を与えない】

○部下には差別なくその能力や役職等に見合った仕事を与える必要があ

り、合理的な理由なく仕事を与えないことは許されません。

o業務上の憲莞を言ったごどなどを理由に、仕事を与えないなどのペナル

■ティを科すのは権限の霊腓露当します。

⑥【仕事以外の事柄の強要】

o部下に私事を命じるのは明らかに不適当な命令です｡ ‐

○部下に対して合理的な理由がないのに､仕事以外のこ＊に執鋤に干渉し
ない態度が必要です° f :昌了 ， ル ． ､

再■

暴力を振る
．Pi ・

括り窪せ人

⑧【名誉棄損。侮辱】 ミ ， 、墓← － ，

○部下だからと言って、部下を物扱いするなど、部下に対して侮辱するよ
うな言動をしてはいけません6チームの一員として、部下の人格を尊重す
る必要があります。

沌閲

Q鄙

言爵

もの

項監無慈

、0
－戸

【適正な蕊務管理】 一

○適正な業務量

部下の能力に合った業務量を知り、職員間における公平性にも考慮して、
業務を割り振るようにする必要があります。
○業務における適切な指示

部下に業務内容を理解させ、部下が業務を遂行できるように分かりやすく
指示し、機会をみて部下が理解できたか確認する必要があります。
○業務の進行状況の把握

監視するように業務の進行状況を確認するのではなく、また、部下に業務
を任せたままの状態にすることがないように、適時適切に進行管理をする必
要があります。

、8．
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１
１
１

一一一岸一■一一一一一一一一一一一P－－－－－■･由一pP－中一一

| [co伽】ｶﾂときた時に!~ｱﾝガｰﾏﾈジﾒﾝﾄ～
怒ることは、悪いことではありません。怒りは、とても自然な感情です。

&警毒 塗篭饗駕篭｜
‘ 怒りの感情（アンガー）と上手に付き合う（マネジメントする）ことにより、

|職喝 循環を防ぎ良好な人間関係を築に雀ができまホ

| 杏綱職艘聴蕊
ある人が又はある出来事が、自分を怒らせたと考えがちですが、その正体
は“べき”という言葉です。仕事はこうやるべき、部下はこうあるべきなど、 ：
自分が信じている“べき”が裏切られたときに人は怒りを感じます。自分の

| ､惹鵜 分｡怒，雷察知…にな'”
I どういう“べき”を信じるかは人それぞれですが、その境界線により怒る
回数は増減します。自分と同じ“べき" (OKゾーン）と自分と違う“べき”
(NGゾーン）の他に、少し違うが許してもいい中間（許容ゾーン）を作り、 ‘

-ぎ:室妻塞菫臺選謹選薑警'まﾎ ｜“べき"の境界線～3重丸でイメージしましょう～ I

／燕雷、 I
１
８ "べき"棚界線を広げる

愚りにくく趣るI１
１
１

０
日

日
日
Ｒ
ｉ
ｉ
０
８
Ｉ
Ｉ
Ｏ
８
８
８
画
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
日

…ー

０
８

｡■■■－－－－－ｰ－‐■■－■■－4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■‐‐■ｰ
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3 パワー。ハラスメントに関する相談

(1)パワー・ハラスメントを受けていると感じたら

パワー・ハラスメントは、業務に関連して発生する場合が多いため、加害者

が上司、被害者が部下という例や、上司である加害者が気づかずに行っている

例も多いものです。そのため、部下は、パワー・ハラスメントを受けているか

もしれないと感じても、上司に対してパワー・ハラスメントであることを伝え

ることはとても難しいものです。

しかし、パワー・ハラスメントを受けると、網神的なダメージ等を受け、心

が不健康な状態にもなりかねません。パワー・ハラスメントを受けていると感
じた時は、一人で悩んだり、我慢したりすることなく、早めに職場の同僚、知

人等信頼できる身近な人や下記側の人事当局、相談窓口等に相談することが大

切です。

②ハワー・ハラスメントを見聞きしたら

パワー・ハラスメントを見聞きした職員は、被害を受けた職員が、一人で悩

みを抱え込むことがないように声を掛けることが大切です。また、パワー・ハ

ラスメントの相談を受けた際に、相談に応じるのはもちろんのこと、加害者が
上司の場合など、自分だけでは解決できない時には、被害者に、人事当局や相
談窓口が設置されていれば相談窓口に相談するように促すことや、被害者自ら
が相談できない場合には、被害者の了解のもと、被害者に代わって人事当局等
に相談することもできます。

さらに、同僚職員がパワー・ハラスメントとなるような言動をしている場合
には、同僚職員にパワー。ハラスメントの言動をしているという自覚を促すこ
とが必要です。

③相談先

パワー・ハラスメントについては、セクシュアル・ハラスメント相談員のよ

うに、各府省に専門の相談員が配置されているものではありませんが、人事当
局に相談したり、各府省に相談窓口が設置されている場合には、相談窓口にも
相談したりすることができます。各府省内で解決を図るほかに、直接人事院へ
も相談することができます。

また、パワー・ハラスメントを受けた職員は、過度な心理的負担を受けて、

心が不健康な状態になる場合もありますので、そのような状態にあると感じて
いる職員は、迷わず、各府省の健康管理医等に相談することが必要です。

、 10．



望1－担謎臺魁

人事院が受けたパワー・ハラスメントに関する相談を参考に作成した事例は
次のとおりです。

※相談内容は、相談者からパワー・ハラスメントであるとして相談があった
ものであり、パワー・ハラスメントと麗定されたものではありません。

【相談事例1】

上司から日常的に次のようなパワハラを受けるので、苦痛に感じており、そ
のパワハラに所属長が加わることもある。①忘年会の席で、 「お前を3月に辞
めさせて後釜を探さないといかん｣などと言いながら､首を絞める仕草をした。
②年次休暇を請求する際上司はいつも嫌がらせで「印鑑を押したくない」と
言う。

【相談事例2】

上司が常日頃、 「あいつは馬鹿｣、 「あいつは頭が悪い」というような暴言を
繰り返している。自分も含め執務室全体の士気も下がり、職員の勤務意欲を大
きく減退させていると感じている。

精神的に辛さを覚え、勤務中の集中力の減退や、腹痛等の体調不良を感じる
ようになり相談した。

【相談事例3】

上司から「バカだな｣、 『救いようがない｣、 「幹部はお前のことを使えないと
思っている」などと言われたり、 「ボクちゃん」という二人称で呼ばれたりす
る。また、人事評価の面談の際には、 「私は役人への適性がないと考える職員
はこれまで辞めさせてきた」と言われた。

【相談事例4】

上司に小さなことで揚げ足をと:られ皆に聞こえるように注意され反論すると
怒鳴られたりするので、その上司に苦痛である旨伝えると、 「全然悪いと思っ
ていない」と．言われ、どうしてよいか分からずにいる。

-11-
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【相談事例5】

上司から業務の段取り等が悪いと叱責された際、 「今後、どうなるのか考え

たほうがいい」などと桐喝され、職場はぴりぴりしている。

【相談事例6】

業務上の打合せを担当職員としていたところ、当該業務について権限のある
職員Aから怒鳴られた上、当方の言い分を一切聞き入れてもらえず、一方的に
責め立てられた。そのため、職員Aに桐喝されることを恐れて職務上必要なこ
とも担当職員に伝えることができなくなった。

また、ある時は、 「お前そんなことも知らないのか、教えただろ」と罵声を
浴びせられたり、決裁板を机の上に叩きつけられたりした。

【相談事例7】

私をはじめ、職場のほぼ全員が所属長のパワー・ハラスメント等に悩んでい
る。上部機関の管理者に相談し、その都度、所属長へ厳しく指導や警告等が行
われ、一部は改善されたものの、それ以外は時間の経過とともに元の状態に戻
りつつある。

所属長のパワー・ハラスメントや理不尽な指示、自分勝手な行動等により、
仕事に対する誇り･意欲が薄れ､責任･自信を持った仕事ができなくなっており、
多くの職員が胃痛等の症状を訴えている。

【相談事例8】
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【相談事例9】

非常勤職員であるが､所属長からの食事の誘いや就職の斡旋を断ったところ、
その後、 「態度が横柄だ｣、 「業務が怠慢である」などと言われたり、職員のい

る前で声を荒らげられたり、些細なことでも大げさに注意されたりするように
なった。いつ、何を言われるか分からず､毎日が憂雷で､仕事に集中できない。

上司には相談したものの、解決には至らず、むしろ発言がエスカレートしてい

るように感じる。

【相談事例10】

過去に休職したことがあったが、復職するに際し、人事課の職員である健康

管理医と連絡をとっていたが、その医師が高圧的な態度である。私の体調につ

いて、虚偽の報告を主治医に対して行い、私が継続して勤務することを望んで

いるのにもかかわらず、休職を半ば強制しようとし、虚偽の診断書まで作成し

た。

健康管理医でありながら、高圧的で、ケアどころかストレスの大きな要因で

あり、多大なパワー・ハラスメントを受けた。

【相談事例11】

上司は、 「君、やっておいて」と仕事を丸投げする一方で、きちんと仕事を

割り振らず､期限が過ぎてから「何でやっていないのか」と後出しで叱責する。

【相談事例12】

騨
今週の初めに腰が癌みた

ﾆろ、医師から1週間程陵

ところ、上司から、 「仕事l

と、私があたかもずる休易

陽も考慮しない言い方をす

四Lｰし，」

の身佐の光
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「‘‘.Ⅷ' パﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄの被害を受けないために一
； パワー・ハラスメントは相手が一方的に行っているばかりではありません。

知らず知らずのうちに自分が相手を怒らせたり、不快にさせたりしていることも

あります。自分自身の仕事への取組や日頃の振舞いを見直すことで、パワー・ハラ

,スメントを避けることができます。

まずは、自分自身の言動について、意識して見直してみましょう。
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|”'一ミスをしたら先ずは謝りましょう｡謝るのと謝らないのとでは､上司の印象
： は大きく変わります。謝るということは責任を持って仕事をしているというこ
とで、言い訳ばかりしていると責任を回避していると受け取られます。先ずは
謝って、そのあとゆっくりと原因や今後の対策を考えましょう。

※『でも・ ・ ・」、「だって・ ・ ・』という前にできることがあります。
問題を指摘された時は、上司や先輩の忠告を素直に聞いてみましょう。
「でも・ ・」 「だって. ． .」とばかり言っていては、上司もうんざりして
しまって的確な指示を出さなくなり、仕事が進まなくなります。

|圏
9

i 輩すか。
人は誰でも『あなたが間違っている」と言われると、気分のよいものではあ
りません。 「あなたが間違っている｣.という"You(あなた）″メッセージでは

窒二鱸撫鮒鰐蹴譽Ⅱ~‘,洲㈱

|愛|惹雷よう｡ギﾘギﾘになってからの報告では上司も打つ手がなく､怒朏期限までに間に合わない、うまくいかないなど問題が起きそうならすぐに相

： します｡上司を不安にさせないことも大切です。

株式会社クオレ・シー・キューブ岡田康子代表取締役監修
しー=－－－－.…_一､-.-----..-.--－---.-----－一一一"－－→-- .- .--~－－－－‐－－＝－へ-こ･-…禿一・＝－－．画･－-－－－－－．． ，． －－－.~一一一一､. ‐

－－ｰさ‘ 百一一
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(1)職員にえる影

パワー・ハラスメントは、職員の人格や尊厳を傷つけ、職員の勤労意欲の減

退や、その適切な能力の発揮を妨げ、心身の不調を引き起こす要因のひとつと

なり、最悪の場合、休職や退職に追い込まれることもあります。

また、パワー・ハラスメントの事実が確認された場合、加害者とされる職員

は、そのパワー・ハラスメントの態様によっては懲戒処分や人事上の措置を受

けることがあります。

(2)職場に与える影響

職場内において、パワー・ハラスメントが起きると、当事者間の人間関係が

悪化するのは当然のことながら、周囲の人たちが見聞きすることで、周囲の者

にも悪影響を及ぼします。職員の勤務への意欲が低下し、勤務能率が十分に発

揮できなくなれば、パワー・ハラスメントが起きた職場だけでなく組織全体の

士気や能率の低下につながるなど、大きく職場環境に影響を及ぼします。

また、一職員によるパワー・ハラスメントであっても、公務全体の信頼性を

失わせる事態や職場が訴訟対応に追われる事態にもなりかねません。

(3)職場におけるいじめ･嫌がらせによる公務災害

職場におけるいじめ・嫌がらせによって、過度な心理的負担等を受け心身の

健康を損なうことにより、糖神疾患を発症し、最悪の場合、自殺に至る場合も

あります。精神疾患の発症や自殺が、公務によって引き起こされた場合には、

公務災害となる場合もあります。

職場のいじめ.嫌がらせによって､精神疾患を発症したとする事案に関して、

実施機関（各府省）が行った公務外の災害であるとの認定に、不服のある職員

から人事院に審査の申立てがなされ、人事院が審査をし、判定を行ったものに

は、次のようなものがあります。

・15－
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鰯 事立てが認められたもの

'陣案の概要］

申立人の発症した精神疾患について、実施機関は、その発症と公務との間に

相当因果関係が認められないことから、公務上の災害とは認められないとした。
これに対し、申立人から、課長と総務主任の二人から繰り返し暴言や書類の

投げ付け等の行為を受けたこと、また、これらの行為が放置され、職場で孤立
したことにより、精神疾患を発症したのであるから、公務上の災害と認められ
るべきであるとして、申立てがあった。

【人事院の判断］

申立人は、ストレス関連障害及び適応障害（以下『本件精神疾患」という｡）
を発症していたと認められる。

課長や総務主任からの暴言等については、関係者の供述によれば、申立人は
総務主任から業務に関して厳しく非難されるようになり、次第にエスカレート
して、ほぼ毎日大声で怒鳴られたり、書類を投げ付けられたりしていたとして
いる。また、課長も、大声で「何度同じことを言わせるんだ」などの言葉を何
度か言ったと供述している。これらの供述を踏まえると、本件精神疾患発症前
に申立人が課長や総務主任から受けていた暴言等の行為は、職員に対する通常
の指導や注意の範囲を超える行為であったと認められる。
また、課長の供述によれば、管理者である自分（課長）が前記の総務主任の
行動を制止し、適切な指導を行うべきであることを承知しながらも、あえて注
意をしなかったとしており、また、関係者の供述によれば、課内の職員の誰も
申立人に話しかけることがなく、皆から無視されていたなどとしている。これ
らの供述を踏まえると、申立人は､職場で孤立した状況にあったと認められる。
以上のことからすると、本件精神疾患発症前に、申立人は、課長や総務主任
による暴言や書類の投げ付け等により強度の精神的負荷を受けていたものと認
められる。

以上のとおり、申立人の申立てに係る災害は、公務と相当因果関係をもって

発生したものと認められるので、公務上の災害と認定すぺきである。
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［事案の桶要］

申立人は、医療機関で抑諺状態、身体表現性障害及び鯵病（以下「本件疾病」
という｡）と診断された。実施機関は、本件疾病の発症前6か月間の業務及び発

症後の業務は、いずれも過重な業務と認められないことから、公務上の災害と
は認められないとした。これに対し、申立人は、抑霞状態等と診断された日（以

下「本件診断日」という｡）の一年前から業務により強い負荷があり、本件疾病

を発症したものであり、発症後の業務上の負荷と復職後の暴行、パワハラ等に

よって本件疾病が増悪し、 PTSD(心的外傷後ストレス障害）も発症してい

るので、公務上の災害と認められるべきであるとして、申立てがあった。

[人事院の判断］

申立人は、穆病等と診断されているが、医師の所見によれば、躁と諺の両

面があるとしていること等を踏まえ、症状・経過等を総合すると、医学経験

則上、申立人は双極性感情障害を発症したものであり、発症時期は本件診断

日とするのが相当である。なお、PTSDについては、医師の所見によれば、

推定での診断で主診断ではないとしており、また、誰もが大きな苦悩を残す

ような破局的な出来事もないので、医学経験則上、PTSDとの診断は認め

られない。

本件診断日前に申立人が従事した業務は、通常の業務であり、超過勤務時

間も多くないため、双極性感情障害の発症原因とするに足る強度の精神的又

は肉体的負荷であったとは認められない。

本件診断日後に申立人が従事した業務は、通常の業務であり、長時間の超

過勤務があったとは認められない。また、申立人は人事評価の話合いの際に

暴行を受けたとしているが、申立てのような暴行があったとはみられず、ま

た、上司に体をつかまれて持ち上げられて事務室から外へ運ばれる暴行を受

けたとしていることについても、上司の行為は、申立人が繰り返し注意され

たにもかかわらず、発言をやめなかったことによるもので、その場の状況に

照らして相当であったとみるべきである。

申立人はその他パワハラ等を受けたとしているが、上司等の発言は、業務
指示の範囲を超えたものとは認められず、申立人のみ業務指示票を渡される

等の特別扱いを受けたとしていることについては、業務上の必要な措置と認

められ、申立人がパワハラ等を受けたものとは認められない。

申立人の双極性感情障害発症後の病状は、医学経験則上、発症後に申立人

が従事した業務等によって自然経過を超えて悪化したものとは認められない。

以上から、申立人が本件診断日後に従事した業務等が、双極性感情障害を

悪化するに足る強度の負荷であったとは認められない。

以上のとおり、申立人の申立てに係る災害は、公務上の災害とすることは

できない。
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パワー・ハラスメントの事実が確認された場合、加害者とされる職員は、懲

戒処分を受けることがあります。

「懲戒処分の指針について』 （平成12年3月31日付け職職-68）では『パワ
ー・ハラスメント」の行為内容や懲戒処分の標準的な量定について定めてはい
ませんが､類似する行為類型としては、他の職員に対する暴行・暴言による「職
場内秩序を乱す行為」が定められています。そして、これらの行為を行った場
合の標準的な懲戒処分の量定は、暴行による場合は「停職」又は「減給｣、暴言
による場合は「減給」又は「戒告」とされています。

また、これらの行為の動機や態様が極めて悪質であるとき又は結果が極めて
重大であるときなどは、これより重い処分がなされることがあります。

上司から部下への暴行・暴言により、処分された主な事例は次のとおりです。

'一一訴忌匡蒄蟇奉弓乏云懇麺亘産葱堯壼認二菰
《 ，／際､右手が当たり傷害を負わせた。 ； 、
〆 …“昨螂"令に卿!…

に鍵 fJI”子やうちわを投げつける腕をねじ奎嘩首=言嘩壹翻fl
なお、暴行を伴わない場合でも、部下に対して人格を侵害するような言動を
繰り返し、精神的苦痛を与えた場合などには、懲戒処分や、各府省の部内規定
による矯正措置等が行われる可能性があります。

○懲戒処分の指針（抄）

第2標準例

1 一般服務関係

㈲職場内秩序を乱す行為
ア他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は滅
給とする。 ．

イ他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒
告とする。

-18､



I

パワー・ハラスメントに該当するような言動をしている場合でも、自分では、

部下を指導しているだけであるとか、部下のことを思って言っているにすぎない
とか、自分自身がどのような言動をしているのか気がつきにくいものです。

次の内容をチェックしてみて、自分がパワー・ハラスメントを行っていないか

どうか確認してみましょう。

1）次のような曾動を行っていませんか。
、
●
■
争
▲
９
１
■
夕
ｑ
■
■
日
、

な叱り方をし□ 「死んでしまえ｣、 「給料泥棒」などと、人格を否定するよう

ていませんか。

□執鋤に資料の書き直しなどを命じていませんか。

口皆の前で部下を叱責していませんか。

口部下の意見に対して、意に沿うまで怒鳴っていませんか。

口部下に物を投げ付けたり、部下の前で書類を机に

んか。

叩き付けたり していませ

口部下にミスを転嫁していませんか。

口部下にとって無理な仕事を指示していませんか。

口週休日に出勤することを強要していませんか。

口部下に業務の説明をせず、無視していませんか。

口部下の役職に見合わない業務を与えていませんか。

口部下に私用を強要していませんか。

※上記のような言動をしている場合は、パワー・ハラスメン 卜に該当する

言動を行っていると言えます。直ちにやめるようにしましょう“
一一→－ コ●－－－－－－ 全一一一一－一b一一一一一一一

－19－

5 チェックリスト ～パワハラしていませんか？～



-倒今一度、ご自分を振り返ってみましょう。－－－

口人の心の痛みを感じ取れますか。

ｰ 一一一ー~－

１
１

口部下に対して厳しく、上司に対しては自己主張を抑えていませんか。

ロセルフコントロールできますか。

口部下に対する好き嫌いが激しくありませんか。

口部下の成功にねたみを感じませんか。

口部下の功績に対して素直に褒めることができますか。

□厳しく叱ることはいわゆる親心であると考えていませんか。

口部下が迷っているときに方向性を示すなどの助言ができますか。

口自分の考えだけにこだわりすぎませんか。

口仕事以外のことで部下をコントロールしようとしませんか。

※振薑睾熊言≦渭讓蕊澪髻雪講全蕊喜鰯菫琴。 ｜
一■ユマーェー ■＝ ,F・－

ー…－－－－…ー』

P

パワハラ防止のために
みんなで確認しましょう！
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謬署~7~r穴ﾜ三・ハラスメントの言動例

職職 － 1

平成22年1月8日

各府省人事担当課長殿

人事院事務総局

職員福祉局職員福祉課長

「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例につ

いて（通知）

いわゆる「パワー・ハラスメント」問題については、最近、社会的に関心が高ま
っていますが､公務においても、人事院に寄せられている「パワー・ハラスメント」

に関する苦情相談の件数が増加している状況にあることから、裁判例や苦情相談事
例等を参考に、別添のとおり 「｢パワー・ハラスメント」を起こさないために注意
すべき言動例」を作成しましたので、職員に周知するとともに、その防止に努めて
ください“

以 上

(別添）

｢パワー・ハラスメント』を起こさないために注憩すべき言動例

〔はじめに〕

① 「パワー・ハラスメント」については、法令上の定義はありませんが、一般
に「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範曙を超えて、継続的に人
格と尊厳を侵害する言動を行い、それを受けた就業者の働く環境を副こさせ、
．あるいは雇用について不安を与えること」を指すといわれています。
なお、業務上の指導等ではあるが、その手段や態様等が適切でないものも、
本来の業務の範噸を超えている場合に含まれると考えられます。
② 「｢パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例」におい
ては、上記のような事実上の定義や裁判例等を参考に、その言動について6つ
のパターンに分類し、それぞれのパターンごとに、 「パワー・ハラスメント」
に該当し得るケース及び「パワー・ハラスメント」を起こさないために上司と
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９
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
８
３
１
Ｅ
Ｈ
Ｊ
Ⅱ
Ⅱ
凶
Ｉ
Ｉ
Ｊ

して心得るべきポイントを記載しています｡

露言動か1 ．，

クー等をも 意に腺因当該言動ス

ある言動のすぺてズ

気は在だ

｢パワ実際のなお‘ 6つに分類したパターンは便宜的に設けたものであり、実際の「パワ
ー・ハラスメント」は、各パターンが重複している場合等もあり得るものと考
えられます。

③ 「パワー・ハラスメント」は、職場内秩序を乱し、各組織の正常な業務運営
の障害となり得るとともに、殊に、上司から部下への不用意な言動によって、
職員の勤労意欲を減退させ、ひいては精神的な障害に陥る職員を発生させる要
因にもなり得るものです。
管理監督者は、この言動例等を参考にしながら、 「パワー・ハラスメント」
について十分問題意識を持つとともに、自ら「パワー・ハラスメント」を起こ
さないのはもちろんのこと、職場において「パワー・ハラスメント」が起きて
いないかどうか日常的に注意することが重要です。
また、人事担当部局においても、必要に応じてその防止について注意喚起す
るとともに、 「パワー・ハラスメント」に関する職員からの苦情相談について
適切に処理するなどの対応が必要です。

．．

～人格の否定にならないような叱り方をしていますか？～

【事例1】
上司Aは、 部下に対して、間融､をすると、

部下が謝っても許してくれず、む
感している」な＆暴言を吐き続

まえは尭邑

しろ「存在が目障りだbおまえがいるだけで皆が迷惑している」
けることもある。

【事例2】
上司Bは、普段からおとなしいある部下の性格を何かにつけて面白おかしぐ取り上
げ、 「君はネクラだ｣、 「もっと明るし頓をしろ」などと言っている。この間もその部
下が会議でプレゼンをしたとき、何度か資料の読み間違いなどをしたことについて、

聖上至上幽亘坐
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｢パワー･ハラスメント｣を起こさないためのポイント

I・ 部下に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、懇親会の席などざっくばらんな

雰囲気の場でも、許されるものではありません。
． 厳しく叱ることも部下を指導する上で時には必要ですが、その場合も言葉を選ん
で、適切に対応することが必要です。

執鋤な非蝿

～部下にうまく助雷･指導していますか？～

【事例3】
上司Cは、ある部下の作った資料に誤字があることを見つけたが、その部下は過去

にも誤字等のミスをしたことがあったため、 「なぜこのようなミスをしたの恥反省

文を書くように」と言った。そこで、その部下がミスをした理由や今後十分に注意す

ること等を記載した反省文を作って提出したところ、cは、 「内容が物足りないも

つと丁寧な反省文を書いて署名・押印しろ」などと言つ

き直しを命じ､指示どおりの反省文を提出させた。

て三日間にわたって何度も智

【詞列4】

上司Dは些細なミスに対して執勧に非難する。この前も、班内会議で使う資料にペ

ージがついていなかったことについて、資料を作城した部下に対し、 「お前は｡学生

加、吐事のやり方が本当に下手だ｣などと .‐ 区助立さ こま 二時借

叱責し続けた。

｢パワー･ハラスメント｣を起こさないためのポイント

・ ・部下は上司に対して、正面きって反飴しづらい立場にあることを理解し、ミスに

は、必要な範囲で、具体的かつ的確に指導することに心がけることが必要です。
・ 部下の立場も考えて、できる限り人前で叱らないようにするなどの配慮も必要で
すb
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威圧的な行麹

～セルフコントロールができていますか？～

【事例5】

上司Eは部下の意見が気に入らなかったりすると、しょっちゅう、鐘子を蹴飛ばし
この間も、 の目の月I =いう ル目〃差 を談

僻の相談ができる雰囲気ではな職員は皆萎縮して、数しく机に叩き付’てい宏

く、掴察が雛まない

【事例6】
上司Fは､職員の業務上の意見に対し、 ＝ 向と

蝿鳴り続け、また、目分目獄にご星

そうした言動が原因で体調を崩しメ
吟れ存報告したところ． 「おまえのE

で休むな」と綱島られてしまった。

｢パワー･ハラスメント｣を起こさないためのポイント

・ 業務に関する言動であっても、その内容や態様等が威圧的にならないよう注意し
てください。

・ 仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが「パワー・ハラスメント」の土壌となるこ
と韻あります。

詞
爽現不可能･無駄な鍵蕊の強要

～明らかに無理｡鱸駄な蕊務を指示していませんか？～

【事例7】
上司Gは､職場に異動してきたばかりの係員の部下に対し､正当な理由もなく、畠
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L

滞留したため、その部下が「私にはもう無理だ’と訴えると、 「おまえに能力がない
から縫期限内に一人で処理しろ」と激しく責め、聞き入れなかった。

【事例8】
上司Hは部下に対して、 自ら毎週のよ 目 日嘱こ出 こと じ

も出勤し、部下の作った書類のチェックや打ち合わせなどをする。そのような勤務は

Hの係だけであり、仕事の内容も翌週の平日にできるようなものなのだが、意見を言

うと、 「出勤の必要があるかどうかは自分が判断する」と言うだけである。

I

｢パワー｡ハラスメント』を起こさないためのポイント

・ 明らかに実現不可能な業務や自分の趣味による無駄な仕事の強要は、言うまでも

なく許されません。

・部下に対し、非常に大きな負担をかける業務などを命じる場合には、必要に応じ、

部下にその理由を税明するなどフォローが必要です。

仕事を与えない

～部下に好き鍵いなく仕事を与えていますか？～

【事例9】

上司Iは、ある部下について仕事ができない人間だと決めつけ、何の説明もなく役

職に見合った業務を全く与え哉班内の回覧物も回さなレトこの間も、その部下が何
か仕事を与えてくれるよう相談したら、自分の机にたまたま置いてあった書類を手に

取って「これでもコピーしておけ」と命じただけであった。

【事例10】
上司Jの職場は残業が多いことから、先月、ある部下が業務改善に関する提案を自

主的に作成して提出したところ、嘆らないことをするな」と突き返された。それ以

陣Jは、 「あいつとは相性が合わない」と言って、 こ什察を与えよくナ

のl司硯
可『

－25－



｢パワー･ハラスメント｣を起こさないためのポイント

・ 部下には差別なくその能力や役職等に見合った仕事を与える必要があり、合理的
な理由なく仕事を与えないことは許されません。

・ 業務上の意見を言ったことなどを理由に、仕事を与えないなどのペナルティを科
すのは権限の濫用に該当しますも

詞 仕事以外の事柄の強要

～私生活に椛限を持ち込んでいませんか？～

【事例11】

総駕篭-塞篝駕篤字妻臺臺鴬鑿帯篭差葵
ナルテイをちらつかせるので言いなりになっている。

【事例12】
上司Lは、ある部下が自分の住んでいるマンションよりも即物件を賃借している
ことをねたみ､その部下に対し､『上司より立派なマンションに住むとは何事だ！と

で、そ

の部下はやむを得ず、別の安い物件に転居した。

｢パワー･ハラスメント｣を起こさないためのポイント

・ 部下に私事を命じるのは明らかに不適当な命令です。
、 部下に対して合理的な理由がないのに、仕事以外のことに執鋤に干渉しない態度
が必要です。

「パワー．ハラスメント」の被害者であると思っている方は、以下の点に心が

けてください。

． Iパワー．ハラスメント」を受けたときは一人で我慢しないで、まずは、身
近な同僚や信頼する先輩に相談して下さいb

・ 各府省又は人事院の苦情相談窓口にも遠慮なく申し出て下さい。

けてください。

． Iパワー．ハラスメント」を受けたときは一人で我慢しないで、まずは、身
近な同僚や信頼する先輩に相談して下さいb

・ 各府省又は人事院の苦情相談窓口にも遠慮なく申し出て下さい。

－26‐



蔭署乏T一天ﾜｰ~百六ラスメントに関係する主な判例

正業用水課長B，係長C、主査Dの3名li

h,たAに対し、 「何であんなのがここに謝

りは、Aを「むくみ麻原」などと呼んメ

I,ルマゲドンが来た」などと言い、Aが力

るときなどに、 「酒を飲んでいるな」など

昼出勤することが辛くなり、休みがち＆
3名I土「とんでもないのが来た。最初に

-27－

事件名 判決

事件の概要
0■■、■■Q■、■q■｡■Q■q■■■■‐0■Q■。■1■■Dロ■q■ロ■‐U■■1■■■ロ■q■ロ■I■■』■‐■■■0■■。■色ロ■ロ■Q■■■■■■‐亭■Q■色■■■

1■■■■■■■｡

Ｏ
Ｐ

判決要旨
Pq■ロ■q■、‐■■PG■。■‐0■■毎の■■■q■q■■｡■■H■■■■、｡●■Pmmq■■②■‐■■』■■輯■■■■

結 果

T工場事

件

平2.2. 1

東京地八

王子支部

判

【概要】

Aの上司であるBは、労働者として、その安全や、機械の操作

や、工程管理や、作業方法に関するAの誤りを是正させるために

Aに対して反省書等を作成提出させたり、渋るAに対し、休暇を

とる際の電雷のかけ方の如き申告手続上の軽微な過誤について、

執鋤に反省書等を作成するよう求めたり、後片付けの行為を再現

するよう求めた。Aは人格権を侵害されたとして、BとTに対し、

慰謝料及び賃金の支払いを求めた。
q■■■口■■■■q■■、■IPq■Q■Q■ロ■■q■｡■ゆQ■■1■■■■ロ｡■0■

【判決】

■q■■ぬ■⑤pQ■1■0■、■｡■■0■■U■■■｡■画0■■■■

BがAに対して労働者として、その安全や機械の操作等のAの

誤りを是正させるために反省書等を作成提出させることは、適切

な行為というぺきである。 しかし、渋るAに対し、休暇をとる際

の電話のかけ方の如き申告手続上の軽微な過誤について、執勧に

反省書等を作成するよう求め、後片付けの行為を再現するよう求

めたBの行為は、製造長としての従業員に対する指導監督楢の行

使としては、その裁量の範囲を逸脱し、違法性を帯びるに至るも

のと言わざるを得ない。また､当該行為は、Bが、部下であるA

の指導監督を行う上でなされたものであるから、これが原因とな

って惹き起こされたAの欠勤は、Tの責に帰すべき事由によるも

のと言うぺきである。そのため、AがTに対して、その早退及び

欠勤を理由として支給されなかった賃金の支払いを求める請求は

理由がある。Aの被った精神的損害を慰謝するには15万円が相

当である‐

一部認容



どと発言をした。さらに合同旅行会の際、 Dは持参した果物ナイ

フをAに示し、振り回すようにしながら「今日こそは切ってやる」

などと言った。上記のようなB，C，Dのいじめ、嫌がらせによ

り、Aが精神的に追い詰められて自殺したとしてAの親であるX

がBら及びK市に対して損害賠償を求めた。
■毎q■q■q■■－ぬq■‐■■■ q■ーI■pPd■q■ロ■。■U■‐Q■■■■■d■■■q■■■■q■ー‐■■句0■■■Q■｡■、｡■｡■■■■m■d■q■■■■■

【判決】

上記のようなB、C， D3名の言動は、Aに対するいじめとい

うべきであり、Aはいじめを受けたことにより、心因反応を起こ

し、自殺したものと推認され、その間には事実上の因果関係があ

ると認めるのが相当である。

また、K市には職務行為から生じる危険だけでなく、これと関

連して、ほかの職員からもたらされる生命、身体等に対する危険
についても、加害行為を防止するとともに、被害職員の安全を確

保し、職場における事故を防止すべき注意義務（以下「安全配恵
義務」という｡）がある。精神疾患に罹患した者が自殺すること
はままあることであり、Aに対するいじめを認識していたB及び

いじめを受けた旨のAの訴えを聞いたE課長が適正な措置を講じ

ていれば、Aが職場復帰することができ、自殺に至らなかったで

あろうと推認できる。K市は、安全配慮義務違反により、国家賠

償法上の責任を負うというべきである。

一部認容

Aの親であるXとK市がそれぞれ控訴

各控訴棄却
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本件いじめと本件自殺との間には事実的因果関係があると認めを

のが相当である。

そしてK病院は、BらのAに対する職場でのいじめは3年近く

|こ及んでいることなど、BらのAに対するいじめを認識すること

が可能であったにもかかわらず、これを認識していじめを防止可

る措置をとらなかった安全配慮義務違反の債務不履行があったキ
のと認めることができる。しかし、K病院がBらの行ったいじJ

の内容やその深刻さを具体的に認識していたとは認められず、 ド

病院は、Aが自殺するかもしれないことについて予見可能であ弓

たとまでは認めがたい。K病院は、いじめを防止できなかったこ

とによってAが被った損害について賠償する責任はあるが、A力

死亡したことによる損害については賠償責任がない。口

I

-29－

－部潔容

M上司事

件

平16.12.1

東京地判

平17.4.20

東京高判

【概要】

勤務先の上司であるBが「意欲がない、やる気がないなら、会

社を辞めるべきだと思います｣、 「会社にとっても損失そのもので

す｣、 「あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか」などと

記載された電子メールをAとその職場の同僚に送信したことが名

誉段損又はパワーハラスメントで不法行為を構成するとして、A

が慰謝料を請求した。
0■q■q■■ロ■■0■ロ■ロ■ロ■q■q■q■■q■I■■■■■0■P。■。■‐q■■‐■q■ロ0■ロ■0■0■ぬ■■U■毎日■q■■■口■、‐q■U■■■■■ロﾛ■■q■0■ロ■q■■

【判決】

Bが送信した本件メールは、Aに対する業務指導の一環として

行われたものであり、私的な感情から出た嫌がらせとは言えず、

その内容もAの業務に関するものにとどまっており、メールの表

現が強いものとなっているものの、Aの人格を傷つけるものとま
で認めることはできない。

請求棄却

Aが控訴

【判決】

Bが送信した本件メールが、その表現方法において、不適切で

あり、Aの名誉を穀損するものであったとしても、その目的は、

Aの地位に見合った処理件数に到達するようAを叱嶢督促する趣

旨であることがうかがえ、その目的は是認することができ、Bに

パワーハラスメントの意図があったとまでは露められない。本件

メールの送信の目的、表現方法、送信範囲等を総合すると、Bの

本件不法行為（名誉殴損行為）によるAの精神的苦痛を慰謝する
ための令額としては5万円をもってすることが相当である。

一部認容

Aが最高裁に上告受理申立てをしたが、不受理決定
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厚生労働省では、平成23年7月から職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する
円卓会議（以下「円卓会議」という｡）や円卓会議の下に設置されたワーキン
グ・グループにおいて検討がなされ、平成24年3月に円卓会議において「職

場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言｣が取りまとめられました。

－q■■DP■DQ■■■－■■q■q■－－－■■q■－－Q■ロロロ■－■■‐■■－0■g■－－■■｡■q■■■■■0■‐Q■ﾛ■■■･■‐‐‐q■ﾛ■‐0■q■‐｡q■ーq■P■■■■‐ー‐の■､‐Q■■■g■‐、P一口ーﾛ■ーq■0

1 【円卓会議の提言のボｲﾝﾄ】
： 1･はじめに～組織で働くすぺての人たちへ～

: O暴力、暴言、脅迫や仲間外しなどのいじめ行為に悩む職場が増えている。

: O業務上の注意や指導なども、適正な範囲を超えると相手を傷つけてしまう場合がある。 ：

: Oこうした行為は「職場のパワーハラスメント」に当たり、誰もが当事者となり得ること ：

： を、組織で働くすべての人たちが意職するよう求める。

:2．職場のパワーハラスメントをなくそう

： ○職場のパワーハラスメントは許されない行為。放置すれば働く人の意欲を低下させ、時；

： には命すら危険にさらす場合がある。

I o多くの人たちが組織で働く現在､職場のパﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄをなくすことは､国民の幸！
’ せにとっても重要。
'3.職場のパﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄをなくすために
I O企業や労働組合はこの問題をなくすために取り組むとともに、その取組が形だけのもの：

I にならないよう、職場の一人ひとりにもそれぞれの立場から取り組むことを求める。
U ，

: Oトップマネジメントは、こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示：

： しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うべき。

： ○上司は、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならな’

： い。ただし、必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。
：

: O職場の一人ひとりに期待すること ：

： 、人格尊重：互いの価値観などの違いを認め、互いを受け止め、人格を尊重し合う。

’ ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ:互いに理解し協力し合うため､適切にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを行う i
i よう努力する。
： ．互いの支え合い:問題を見過ごさず､バﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄを受けた人を孤立させずに声1
1 をかけ合うなど､互いに支え合う。
: O国や労使の団体はこの提言等を周知し、対策が行われるよう支援することを期待する。 1

84．おわりに

： ○提言は、働く人の尊厳や人格が大切にされる社会を創っていくための第一歩。

： ○組織は対策に取り組み、一人ひとりは職場を見つめ直し、互いに話し合うことからはじ ：

： めるよう期待する。
■■■■■■■■■■■－－－■■■D■■■■■■■■0■。■d■‐■■。■■■q■q■ロ■ロ■■■q■■■■■－ロ■Q■■■q■ー‐画一一■■■■■■ぬ一一■■■。■。■q■q■■■q■ー‐‐ー■■q■■■■D■■‐■■■■Q■■■0■■、－0■ロー‐■■q■
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(参考S) 民間での取組（厚生労働雀での取組）



○次の行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案

『●･●●･ﾛ･ﾛロ･ロー■･ロー■‐ｰ･●････｡●②…ロー●､･･･､－0●一・,0,‐0,■･･●････ロー●■■0･■●■■■口0,･●op0■q■口■ﾛDOD■‘■qDODq■0｡｡p･DOD●､･･･､ーqp0pqpqp●D…･＝

B gp

職務上の地位i職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、ﾛ

；や人間関係などの瞳場内の優位住(※')を背景に､業務の適正な範囲(※2)を！や人間関係などの

超えて、精神的・ 」I D
0

：詔えて、 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。 ,ロ
、

｡■■■■■‐■■■■■■唾■■■－－－■■■■~口■D口■■■■ロロー■■ロ■■ロローロ■‐■■一■■｡一一ロー■■■■■■ーp－pp0■■■‐■‐■■0■ｰ－－－口■■■■‐■■ー■■‐ーｰ唾■■ー■■■■ー■■

(※1） 「パワーハラスメント」という言葉は、上司から部下へのいじめ．嫌がらせを指

して使われる場合が多い。 しかし、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司

に対して行われるものもあり、こうした行為も含めて考える必要がある。このため、

上記では職場内の優位性を、職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識などの様

々な優位性が含まれる趣旨を明らかにしている。

(※2） 労使が予防・解決に取り組むべき行為は、 「業務の適正な範囲」を超えるもの。

個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりす

る場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、職場のパワー

ハラスメントには当たらない。

吟

○職場のパワーハラスメントに当たり得る行為類型

これらは職場のパワーハラスメントに当たり得る行為のすべてを網羅するも

のではなく、これ以外の行為は問題ないということではないことに留意する必

要がある。

精神的な攻撃

人間関係から

の切り離し

過大な要求

過小な要求

－32。



人事院の相談窓口

人事院の相談窓口は次のとおりです。

各府省等において相談窓口の設置、斡旋等を行っている場合がありますので、

そちらもご確認ください。

’(1)苦情相談

人事院では、一般職の国家公務員（行政執行法人職員を除く｡）からの勤務条

件その他の人事管理に関する悩みや苦情について、広く相談に応じています。

人事院では、専門家による面談形式のこころの健康相談室（予約制）を開設
しています。お電話の際は「こころの健康相談室の件」とお伝えください。

－33‐

人事院公平審査局職員相談課 03-3581-5311 (内線2741)

03－3581－3486（直通）

人事院北海道事務局第一課 01 1－241－1249

人事院東北事務局第一課 022-221-2002

人事院関東事務局第一課 048-740-2005

人事院中部事務局第一課 052-961-6839

人事院近畿事務局第一課 06-4796-2181

人事院中国事務局第一課 082-228-1182

人事院四国事務局第一課 087－831-4869

人事院九州事務局第一課 092-431-7732

人事院沖縄事務所調査課 098-834-8401

人事院職員福利
催庵寿全対笛耗

“
１
ａ

●
■
Ｉ
■
■
●

弓職員福祉課
陸壼r瞬窪癖、

03-.3581-531 1 (内線2569)

人事院北海道事務局身リー課 01 1-241－1249

人事院東北事務局第一課 022-221-2002

人事院関東事務局第一課 048-740-2005

人事院中部事務局第一課 052-961-6839

人事院近畿事務局第一課 06-4796-2181

人事院中国事務局第一課 082-228-1182

人事院四国事務局第一課 087-831-4869

人事院九州事務局第一課 092-431-7732

人事院沖縄事務所総務課 098-834-8400



【周知用ボスター】
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